
   

監 査 対 象 団 体 佐賀市文化連盟 

所 管 課 地域振興部 歴史・文化課（令和３年度：教育委員会 文化振興課） 

指 摘 を 受 け た 監 査 結 果 令和３年度 後期 監査結果報告書 

監査の結果 措置の内容 

（検討を求める事項） 

規程等の整備について 

収入、支出に係る事務処理、市からの補助金

を各支部に分配する際の基準及び各支部から

徴収する会費等について、規程や決裁文書等が

なく、事務処理の根拠が不明なものが見られ

た。 

  適切な事務処理を行うため、根拠等を明確に

し、必要な規程等の整備について検討するよう

指導されたい。 

 

 

 

収入、支出に係る事務処理、各支部への補助金分配

基準及び各支部から徴収する会費等について、会則等

に明記するよう指導しました。 

これを受け、佐賀市文化連盟では、会則の改正（令

和４年６月及び令和５年６月開催の連盟総会で承

認）、及び会計規程の制定を行っています。 

 

 


